
号

外�十二
令

和

八

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

自
然
環
境
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
希
少
野
生
生
物
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
立
衛
生
専
門
学
校
及
び
岐
阜
県
立
看
護
専
門
学
校
管
理
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

医
療
福
祉
連
携
推
進
課)

二

○
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

告

示

○
岐
阜
県
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
で
使
用
す
る
公
印

(

環
境
生
活
政
策
課)

三

○
廃
棄
物
処
理
業
許
可
に
係
る
欠
格
要
件
照
会
に
使
用
す
る
岐
阜
県
知

事
印

(

廃
棄
物
対
策
課)

三

訓

令

甲

○
岐
阜
県
県
有
自
動
車
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

管

財

課)
四

規

則

岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
六
十
三
号

岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
十
五
年
岐

阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
裏
面
注
第
十
二
号
、
別
記
第
一
号
様
式
の
二
裏
面
注
第
十
三
号
、
別
記
第
二
号
様

式
裏
面
注
第
九
号
及
び
別
記
第
四
号
様
式
表
面
注
中

｢､
｢岐
阜
県
知
事
｣
を
｢県
事
務
所
長
｣

を

｢
｢岐
阜
県
知
事
｣
を
｢県
事
務
所
長
｣
と
､
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長
に
提
出
す
る
場
合
に
は
｢岐

阜
県
知
事
｣
を
｢岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
県
事
務
所
長
に
提
出
す
る
場
合
に
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
を
｢県
事
務
所
長
｣
と
､
岐
阜
地
域

環
境
事
務
所
長
に
提
出
す
る
場
合
に
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
を
｢岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長
｣
と

記
載
す
る
こ
と
｡

別
記
第
七
号
様
式
注
第
一
号
、
別
記
第
八
号
様
式
注
及
び
別
記
第
九
号
様
式
注
第
二
号
中｢､

｢岐

阜
県
知
事
｣
を
｢県
事
務
所
長
｣

を｢
｢岐
阜
県
知
事
｣
を
｢県
事
務
所
長
｣
と
､
岐
阜
地
域
環
境
事

務
所
長
に
提
出
す
る
場
合
に
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
を
｢岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
四
月
一
日



注

１
水
面
の
埋
立
て
若
し
く
は
干
拓
､
木
竹
の
伐
採
又
は
工
作
物
の
設
置
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

は
､
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
行
為
の
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
(縮
尺
１
：
50,000以

上
の
地
形
図
)

�
行
為
の
場
所
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
天
然
色
写
真
そ
の
他
の
資
料

�
行
為
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
図
面

２
県
事
務
所
長
に
提
出
す
る
場
合
に
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
を
｢県
事
務
所
長
｣
と
､
岐
阜
地
域

環
境
事
務
所
長
に
提
出
す
る
場
合
に
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
を
｢岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長
｣
と

記
載
す
る
こ
と
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
希
少
野
生
生
物
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
六
十
四
号

岐
阜
県
希
少
野
生
生
物
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
希
少
野
生
生
物
保
護
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
百
号)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中

｢
(県
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は
､
県
事
務
所
長
)
｣

を

｢
県
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は
県
事
務
所
長
､

岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は

岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中

｢
岐
阜
県
知
事

印

(県
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は
､
県
事
務
所
長
)
｣

を

｢
岐
阜
県
知
事

印

県
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は
県
事
務
所
長
､

岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は

岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長

｣

に
、｢､

県
事
務
所
長
)
に
｣

を｢県

事
務
所
長
､
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長
)
に
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

｢
(県
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は
､
県
事
務
所
長
)
｣

を

｢
県
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は
県
事
務
所
長
､

岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は

岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
衛
生
専
門
学
校
及
び
岐
阜
県
立
看
護
専
門
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
六
十
五
号

岐
阜
県
立
衛
生
専
門
学
校
及
び
岐
阜
県
立
看
護
専
門
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
衛
生
専
門
学
校
及
び
岐
阜
県
立
看
護
専
門
学
校
管
理
規
則(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
規
則

第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中｢

専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
修
了
者
に
対
す
る
専
門
士
の
称
号
の
付
与
に
関
す
る

規
程(
平
成
六
年
文
部
省
告
示
第
八
十
四
号)

第
二
条｣

を｢

学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
十
六
号)

第
百
三
十
一
条
の
二｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
看
護
師
三
年
課
程
の
項
中｢(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
六
十
六
号

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中｢

次
条
第
六
項
又
は
第
七
項｣

を｢

次
条
第
七
項
又
は
第
八
項｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第

四
項
中｢

第
二
項｣

を｢

第
三
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項｣

を｢

第
一
項｣
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

借
受
人(

前
項
の
表
第
一
種
修
学
資
金
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。)

で
あ
っ
て
、
同
号

に
規
定
す
る
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
等
に
お
い
て
勤
務
す
る
期
間
の
う
ち
二
年
以
上
の
期
間
知

事
が
特
に
指
定
す
る
医
療
機
関
に
お
い
て
勤
務
し
た
も
の
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
中｢

七
分
の
四｣

と
あ
る
の
は
、｢

七
分
の
三｣

と
す
る
。

第
十
四
条
の
二
中｢

前
条
第
六
項｣

を｢

前
条
第
七
項｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
の
二
中｢第

14条
第
６
項
｣

を｢第
14条
第
７
項
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
貸
付
け

を
受
け
て
い
る
者
及
び
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
貸
付
け
を
受
け
る
者
に
係
る
修
学
資
金
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

３

岐
阜
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第

五
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
修
学
資
金
の
借
受
人
で
あ
っ
て
、
改
正
前
の
第
十
四
条
第
一
項

の
表
第
一
種
修
学
資
金
の
項(

以
下｢

第
一
種
修
学
資
金
の
項｣

と
い
う
。)

に
規
定
す
る
知
事

が
指
定
す
る
医
療
機
関
等
に
お
い
て
勤
務
す
る
期
間
の
う
ち
二
年
以
上
の
期
間
知
事
が
特
に
指
定

す
る
医
療
機
関
に
お
い
て
勤
務
し
た
も
の
に
係
る
改
正
前
の
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
一
種
修
学
資
金
の
項
中｢

三
分
の
二｣

と
あ
る
の
は
、｢

九
分
の
五｣

と
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

岐
阜
県
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
で
使
用
す
る
公
印
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

印
影

書

体

て
ん
書

大
き
さ

二
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

二

公
印
管
理
者

岐
阜
県
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

廃
棄
物
処
理
業
許
可
に
係
る
欠
格
要
件
照
会
に
使
用
す
る
岐
阜
県
知
事
印
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令

和
八
年
四
月
一
日
か
ら
使
用
す
る
。

な
お
、
廃
棄
物
処
理
業
許
可
に
係
る
欠
格
要
件
照
会
に
使
用
す
る
岐
阜
県
知
事
印
に
関
す
る
告
示

(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
三
号)

は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
廃
止
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



一

印
影

書

体

や
ま
と
古
字

大
き
さ

三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

二

公
印
管
理
者

岐
阜
県
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
県
有
自
動
車
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
県
有
自
動
車
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
県
有
自
動
車
管
理
規
程(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
の
表
知
事
及
び
副
知
事
の
専
用
自
動
車
の
項
中｢

秘
書
課
長｣

を｢

秘
書
広
報
課
長｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
知
事
及
び
副
知
事
の
専
用
自
動
車
の
項
中｢

秘
書
課
管
理
調
整
監｣

を｢

秘
書

広
報
課
管
理
調
整
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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者
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発
行
所

岐

阜

県

庁

編
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市
三
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ぷ
り
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ぴ
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十
三
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